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二
〇
二
三
年
度
法
科
大
学
院
入
学
試
験
問
題

小
論
文

注

意

事

項

Ⅰ

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
問
題
用
紙
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

Ⅱ

解
答
用
紙
は
一
枚
配
付
し
ま
す
。

Ⅲ

解
答
に
あ
た
っ
て
は
、
黒
イ
ン
ク
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
ま
た
は
万
年
筆
の
い
ず
れ
か
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
（
た
だ
し
、
イ
ン
ク

が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
消
し
ゴ
ム
で
消
せ
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
）。
そ
れ
以
外
で
解
答
用
紙
に
記
入
し
た
場
合
は
、
無
効
と

し
ま
す
。
ま
た
、
解
答
用
紙
欄
外
へ
記
入
さ
れ
て
い
る
も
の
は
採
点
の
対
象
と
し
ま
せ
ん
。

Ⅳ

解
答
を
訂
正
す
る
と
き
は
、
訂
正
部
分
が
数
行
に
わ
た
る
場
合
は
斜
線
で
、
一
行
の
場
合
に
は
横
線
で
消
し
て
、
そ
の
次
の

マ
ス
目
か
ら
書
き
直
し
て
く
だ
さ
い
（
余
白
に
は
書
か
な
い
で
下
さ
い
）。
修
正
液
・
修
正
テ
ー
プ
を
使
用
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。

Ｖ

解
答
は
横
書
き
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

Ⅵ

試
験
時
間
は
六
〇
分
で
す
。

Ⅶ

問
題
は
八
ペ
ー
ジ
で
一
問
で
す
。



問
題

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

日
本
の
伝
統
社
会
で
の
成
人
儀
礼
と
、
現
代
の
成
人
式
を
比
較
し
た
と
き
に
、
い
く
つ
か
の
相
違
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
現
在
の

成
人
式
が
年
度
内
満
二
〇
歳
で
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
民
俗
と
し
て
の
成
人
儀
礼
は
数
え
で
一
三
歳
な
い
し
一
五
歳
と
い
う
若
い
年
齢
で

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
社
会
で
は
身
体
的
に
大
人
と
し
て
成
熟
し
た
と
き
に
、
成
人
社
会
の
一
員
と
し
て
迎
え
入
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
伝
統
的
な
成
人
儀
礼
に
お
い
て
は
、
男
子
は
労
働
力
と
し
て
も
社
会
人
と
し
て
も
一
人
前
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
す
る
た
め
に
一
定
の
試
練

ち
か
ら
い
し

を
課
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
登
山
や
旅
は
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
他
に
も
「
一
定
の
重
さ
の
「
力
石
」
を
も
ち
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
」
や
「
一

定
の
広
さ
の
田
畑
を
耕
作
で
き
る
こ
と
」
な
ど
の
基
準
を
設
け
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
現
代
の
成
人
式
に
お
い
て
は
、
こ
の
試
練
の
部
分
は
な
く
、

成
人
に
な
っ
た
こ
と
を
祝
福
す
る
意
味
の
み
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の
成
人
式
で
は
、
服
装
に
お
い
て
女
子
が
和
装
が
多
い
と
い
う
点
を

除
け
ば
、
男
女
に
よ
る
成
人
儀
礼
の
差
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
伝
統
的
な
成
人
儀
礼
は
家
族
や
狭
い
共
同
体
の
中
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
現
代
の
成
人
式
は
地
方
自
治
体
と
い
う
公

的
組
織
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
民
俗
と
し
て
の
成
人
儀
礼
は
、
そ
の
年
齢
が
本
人
の
成
熟
や
共
同
体
に
よ
っ
て

異
な
る
の
に
対
し
て
、
戦
後
の
成
人
式
は
民
法
が
規
定
し
た
成
人
年
齢
で
あ
る
満
二
〇
歳
を
基
準
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。

明
治
の
近
代
化
と
と
も
に
、
近
代
国
家
制
度
で
あ
る
学
校
と
軍
隊
と
が
成
人
年
齢
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
制

は
じ

定
さ
れ
た
徴
兵
令
に
お
い
て
は
「
徴
兵
ハ
国
民
ノ
年
甫
メ
テ
二
十
歳
ニ
至
ル
者
」
と
さ
れ
、
満
二
〇
歳
が
徴
兵
年
齢
と
さ
れ
た
。
成
人
年
齢
を
初

め
て
規
定
し
た
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
の
太
政
官
布
告
第
四
一
号
に
お
い
て
は
「
自
今
満
弐
拾
年
ヲ
以
テ
丁
年
ト
相
定
候
」
と
さ
れ
た
。「
丁

年
」
と
は
成
人
年
齢
の
意
味
で
あ
る
。
満
二
〇
歳
を
成
人
年
齢
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
参
考
に
し
た
（
た
だ
し
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
で
成
人
は
二
一
歳
）
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
制
定
さ
れ
た
民
法
で
「
満
二
十
年
ヲ
以
テ

成
年
ト
ス
」（
第
三
条
）
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
成
人
＝
満
二
〇
歳
」
が
確
立
し
た
。
教
育
社
会
学
者
の
広
井
多
鶴
子
に
よ
れ
ば
、
こ
の

と
き
か
ら
行
政
で
の
年
齢
は
誕
生
日
に
加
齢
と
す
る
満
年
齢
が
用
い
ら
れ
る
。
一
方
、
庶
民
の
間
で
は
正
月
元
旦
に
加
齢
す
る
「
数
え
」
が
広
く

小－Ｂ
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使
用
さ
れ
て
い
て
、
元
服
や
若
者
組
へ
の
加
入
行
事
は
数
え
年
齢
で
行
わ
れ
て
い
た
。
明
治
か
ら
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
は
、
年
齢
の
数
え
方
に
二

重
の
基
準
が
存
在
し
て
い
た
。

第
二
次
大
戦
以
前
の
日
本
に
お
い
て
、
庶
民
に
と
っ
て
「
成
人
」
が
意
識
さ
れ
た
の
は
民
法
（
一
八
九
六
年
制
定
）
よ
り
も
、
徴
兵
制
度
で
あ
っ

た
。
特
に
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
兵
役
法
の
公
布
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
徴
兵
検
査
（
壮
丁
検
査
）
に
は
実
質
的
な
意
味
が
あ
っ
た
。
徴
兵

検
査
で
体
格
に
つ
い
て
は
、「
現
役
に
適
す
る
者
は
身
長
一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
以
上
に
し
て
身
体
強
健
な
る
者
と
す
」
と
し
、
こ
れ
を
甲
種
・
乙

種
と
し
、
現
役
に
は
適
さ
な
い
が
国
民
兵
に
適
す
る
者
は
「
身
長
一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
以
上
に
し
て
身
体
乙
種
に
次
ぐ
者
及
身
長
一
・
五
〇
メ
ー

ト
ル
以
上
、
一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
者
」
で
丙
種
に
、
兵
役
に
適
さ
な
い
者
は
身
長
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
未
満
の
者
お
よ
び
疾
病
等
の
あ
る

者
と
し
、
丁
種
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
甲
種
で
合
格
す
る
こ
と
は
一
人
前
の
成
人
と
し
て
の
名
誉
を
得
る
と
同
時
に
、
近
い
将
来
に
兵
役
と
い
う

重
い
義
務
を
負
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
戦
後
、
成
人
式
が
導
入
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
戦
前
の
徴
兵
検
査
が
想
起
さ
れ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判

や

ゆ

し
た
り
揶
揄
し
た
り
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。

〈
中
略
〉

二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
現
在
の
日
本
の
法
令
で
は
、
…
…
成
人
と
し
て
の
権
利
は
一
八
歳
か
ら
三
〇
歳
ま
で
に
段
階
的
に
獲
得
さ
れ
る
。

…
…
一
八
九
六
年
に
制
定
さ
れ
た
民
法
は
「
成
年
」
を
満
二
〇
歳
と
し
て
規
定
し
た
。
成
人
年
齢
が
満
二
〇
歳
で
あ
る
と
い
う
と
き
の
根
拠
は
、

こ
の
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
い
る
。
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
制
定
さ
れ
た
現
行
の
少
年
法
で
は
、「「
少
年
」
と
は
、
二
十
歳
に
満
た
な
い

者
」（
第
二
条
）
と
し
て
い
る
。
飲
酒
と
喫
煙
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
」「
未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
」
と
い
う
法
律
が

あ
り
、
満
二
〇
歳
未
満
の
者
の
飲
酒
と
喫
煙
を
禁
じ
て
い
る
。
競
輪
、
競
馬
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
お
い
て
も
、
車
券
、
馬
券
の

購
入
は
二
〇
歳
以
上
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。

一
方
、
一
八
歳
を
「
成
人
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
一
連
の
法
律
が
あ
る
。
児
童
福
祉
法
は
「
児
童
」
を
一
八
歳
未
満
と
定
義
し
て
い
る
。
労

働
基
準
法
も
「
年
少
者
」
を
一
八
歳
未
満
と
し
て
い
る
。
選
挙
権
年
齢
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
の
公
職
選
挙
法
に
二
〇
歳
以
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上
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
公
職
選
挙
法
改
正
に
よ
り
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
憲
法
改
正
の
手
続
き
を
定

め
た
国
民
投
票
法
で
も
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
六
月
以
降
は
一
八
歳
以
上
の
者
に
投
票
権
が
与
え
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
長
き
に
わ
た
っ
て
成
人
年
齢
に
一
八
歳
と
二
〇
歳
と
二
つ
の
基
準
が
併
存
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
従
来
か
ら

問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
公
職
選
挙
法
の
改
正
で
は
、
一
八
・
一
九
歳
の
未
成
年
が
選
挙
違
反

を
し
た
場
合
に
、
少
年
法
の
適
用
を
受
け
る
の
か
ど
う
か
が
議
論
に
な
っ
た
。
結
局
、
当
分
の
間
の
特
例
措
置
と
し
て
選
挙
犯
罪
に
つ
い
て
は
少

年
法
の
適
用
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
法
の
整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
す
べ
て
の
法
律
で
成
人
を
同
じ
年
齢
で
規
定
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
な
お
、
二
〇
歳
に
な
っ
て
も
成
人
と
し
て
の
す
べ
て
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
八
歳
で
選
挙
権
を
行
使
で
き
て
も
、

参
議
院
議
員
に
立
候
補
す
る
ま
で
に
は
一
二
年
も
間
隔
が
あ
い
て
い
る
。
被
選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
は
、
今
後
の
公
職
選
挙
法
改
正
の
議
論
の

焦
点
と
な
っ
て
い
る
。

成
人
年
齢
引
き
下
げ
の
議
論
は
「
一
八
歳
選
挙
権
」
の
実
現
と
い
う
課
題
か
ら
始
ま
っ
た
。
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
に
『
朝
日
新
聞
』『
日

経
新
聞
』
が
社
説
や
論
説
で
一
八
歳
選
挙
権
を
取
り
上
げ
た
。
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
一
月
に
は
小
渕
恵
三
首
相
の
私
的
諮
問
機
関
で
あ
る

「「
21
世
紀
日
本
の
構
想
」
懇
談
会
」
が
、
選
挙
権
の
引
き
下
げ
に
言
及
し
た
。
同
年
六
月
の
衆
議
院
選
挙
で
は
、
民
主
、
公
明
、
共
産
、
社
民
の

各
党
が
一
八
歳
選
挙
権
を
公
約
に
加
え
て
い
る
。

民
間
レ
ベ
ル
で
は
、
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
五
月
に
一
〇
代
・
二
〇
代
の
若
者
に
よ
り
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人Rights

（
ラ
イ
ツ
）」
が
結
成
さ
れ
た
。

彼
ら
は
、
選
挙
権
・
被
選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
と
、
政
治
教
育
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
の
充
実
を
め
ざ
し
て
活
動
し
た
。
活
動
の
中
心
は

未
成
年
に
よ
る
模
擬
投
票
で
、
そ
の
活
動
は
二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
に
模
擬
選
挙
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
引
き
継
が
れ
た
。
筆
者
は
、
二
〇

〇
一
年
二
月
一
四
日
付
の
『
朝
日
新
聞
』
に
「「
成
人
年
齢
18
歳
」
で
参
加
社
会
に
」
と
題
し
て
投
稿
し
た
。
当
時
、
成
人
式
が
「
荒
れ
る
」
こ

と
が
問
題
と
な
っ
て
い
て
、
筆
者
は
「
成
人
年
齢
の
二
〇
歳
が
人
生
の
区
切
り
に
な
ら
な
い
年
齢
で
あ
り
、
こ
れ
を
高
校
卒
業
年
齢
の
一
八
歳
に

引
き
下
げ
る
こ
と
の
必
要
性
」
を
主
張
し
た
。

一
八
歳
選
挙
権
の
課
題
が
現
実
の
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
の
年
末
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
改
正
の
た
め
の
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手
続
き
法
で
あ
る
国
民
投
票
法
案
の
審
議
に
当
た
っ
て
、
将
来
、
一
八
歳
選
挙
権
や
一
八
歳
成
人
を
実
現
す
る
こ
と
を
条
件
に
与
野
党
が
法
案
の

成
立
に
合
意
し
た
か
ら
で
あ
る
。
国
民
投
票
法
は
二
〇
〇
七
年
五
月
に
成
立
し
、
三
年
以
内
に
一
八
歳
選
挙
権
な
ど
を
実
現
す
る
こ
と
が
附
則
に

加
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、
成
人
年
齢
引
き
下
げ
の
是
非
を
審
議
し
て
い
た
法
制
審
議
会
は
、
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
一
〇
月
に
「
選
挙

権
が
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
民
法
の
成
人
年
齢
も
引
き
下
げ
る
の
が
妥
当
」
と
す
る
答
申
を
出
し
た
。
当
時
は
一
八
歳
選
挙
権
の

実
現
を
積
極
的
に
訴
え
て
い
た
民
主
党
の
政
権
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
歳
へ
の
選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
問
題
は
店
ざ
ら
し
に
さ
れ

た
。
再
び
自
民
党
・
公
明
党
に
よ
る
政
権
交
代
が
行
わ
れ
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
六
月
に
国
民
投
票
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立

し
た
。
そ
の
中
で
、
四
年
後
の
二
〇
一
八
年
六
月
に
一
八
歳
以
上
の
者
が
国
民
投
票
に
参
加
で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
の
な

か
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
六
月
に
選
挙
権
年
齢
を
一
八
歳
以
上
と
す
る
公
職
選
挙
法
改
正
案
が
全
会
一
致
で
成
立
し
た
。
国
政
で
は
二
〇

一
六
（
平
成
二
八
）
年
六
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
か
ら
一
八
歳
以
上
の
者
が
投
票
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
に
は
、
成
人
年
齢
を
一
八
歳
に
引
き
下
げ
る
よ
う
民
法
が
改
正
さ
れ
た
。
民
法
が
改
正
さ
れ
て
も
、
施
行
日
ま
で

に
三
年
の
期
間
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
度
か
ら
成
人
年
齢
が
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
…
…

飲
酒
・
喫
煙
、
年
金
、
運
転
免
許
な
ど
に
関
す
る
法
律
は
、
今
の
と
こ
ろ
対
象
年
齢
見
直
し
の
検
討
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
「
成
人
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
何
歳
を
も
っ
て
「
成
人
」
と
し
て
き
た
か
を
改
め
て
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
二

〇
世
紀
前
半
、
昭
和
初
期
の
日
本
社
会
で
は
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
移
行
期
間
は
短
か
っ
た
。
身
体
的
な
成
熟
は
女
子
の
初
潮
、
男
子
の
精
通
を

も
っ
て
測
れ
る
が
、
当
時
は
推
定
で
一
三
〜
一
五
歳
で
あ
っ
た
。
戦
前
の
実
質
的
な
成
人
式
と
も
言
え
る
青
年
団
へ
の
加
入
式
は
数
え
で
一
五
歳

が
多
く
、
改
正
前
の
民
法
で
は
女
子
は
一
六
歳
で
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
身
体
の
成
熟
と
社
会
で
の
成
人
の
認
知
は
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

戦
後
、
産
業
が
成
長
し
技
術
が
進
歩
す
る
と
と
も
に
高
学
歴
化
が
進
ん
だ
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
民
法
の
成
人
年
齢
で
あ
る
二
〇
歳
の
時

点
で
、
七
割
の
若
者
は
在
学
し
て
い
て
、
経
済
的
に
自
立
し
て
い
な
い
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
。
会
社
や
役
所
で
「
一
人
前
」
と
認
め
ら
れ
る
の
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は
概
ね
二
〇
代
後
半
か
ら
三
〇
歳
前
後
で
あ
り
、
結
婚
の
平
均
年
齢
も
三
〇
歳
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
身
体
的
な
発
達
は
早
ま
っ
て
い
る

の
で
、
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
移
行
で
あ
る
青
年
期
は
一
〇
代
前
半
か
ら
三
〇
歳
前
後
ま
で
お
よ
そ
二
〇
年
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

青
年
期
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
と
と
も
に
、「
成
人
モ
デ
ル
」
が
多
様
化
し
た
こ
と
も
、
成
人
年
齢
を
一
律
に
規
定
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い

る
。
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
「
男
で
あ
れ
ば
卒
業
後
、
就
職
し
て
結
婚
す
れ
ば
一
人
前
」「
女
で
あ
れ
ば
二
五
歳
ま
で
に
結
婚
し
て
子
ど
も
を
も

う
け
る
」
と
い
う
こ
と
が
日
本
社
会
の
一
般
的
な
通
念
で
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
制
定
な
ど
に
よ
り
「
男

は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
常
識
が
覆
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
と
り
わ
け
女
性
に
は
学
校
教
育
終
了
後
、「
就
職
す
る
か
し
な

い
か
」「
結
婚
す
る
か
し
な
い
か
」「
結
婚
し
て
も
働
く
か
働
か
な
い
か
」「
子
ど
も
を
つ
く
る
か
つ
く
ら
な
い
か
」「
子
ど
も
が
い
て
も
働
く
か
働

か
な
い
か
」
な
ど
、
人
生
に
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
大
人
社
会
の
側
も
「
完
成
し
た
成
人
モ
デ
ル
」
を
提

示
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
。
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
移
行
が
一
〇
代
前
半
か
ら
三
〇
歳
前
後
ま
で
と
長
期
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
成
人
モ
デ

ル
が
多
様
化
し
た
こ
と
が
、
法
制
度
的
に
成
人
年
齢
を
一
律
に
規
定
す
る
た
め
の
議
論
を
一
層
困
難
に
し
て
き
た
。

右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
が
止
ま
り
、
終
身
雇
用
制
が
崩
れ
た
一
九
九
〇
年
代
か
ら
は
大
人
と
子
ど
も
の
関
係
性
が
大
き
く
変
化
す
る
。「
完

成
し
た
成
人
モ
デ
ル
」
を
大
人
社
会
が
提
示
で
き
な
く
な
る
な
か
、
大
人
社
会
が
指
し
示
す
従
来
の
価
値
に
対
し
て
子
ど
も
た
ち
が
疑
問
を
抱
く

よ
う
に
な
る
。
従
来
の
価
値
を
提
示
し
続
け
る
学
校
教
育
を
拒
否
す
る
「
不
登
校
」
が
続
出
し
て
、
社
会
問
題
と
な
る
。
学
校
教
育
も
「
画
一
的

な
成
人
モ
デ
ル
」
で
は
な
く
「
多
様
な
個
性
を
尊
重
」
す
る
時
代
と
な
り
、
教
育
方
法
と
し
て
も
完
成
し
た
大
人
を
目
指
す
「
指
導
」
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
を
伸
ば
す
「
支
援
」
へ
と
大
き
く
転
換
が
求
め
ら
れ
た
。
大
人
の
権
威
が
失
わ
れ
る
な
か
で
、「
権
威
者
」
で
あ
る
市
区
町
村
長

や
講
演
者
が
一
方
的
に
「
諭
す
」
タ
イ
プ
の
成
人
式
に
対
し
て
拒
否
反
応
が
示
さ
れ
て
、「
荒
れ
る
成
人
式
」
の
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
中
略
〉

「
荒
れ
る
成
人
式
」
に
つ
い
て
は
そ
の
要
因
を
分
析
し
た
論
文
が
三
点
あ
る
。
社
会
学
者
の
小
針
誠
は
「「
荒
れ
る
成
人
式
」
考
」
の
中
で
、

「
公
共
圏
」
と
「
親
密
圏
」
の
変
容
が
原
因
で
あ
る
と
分
析
す
る
。
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
国
家
や
地
域
社
会
の
主
導
の
も
と
で
「
公
共
圏
」
が

小－Ｂ
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形
成
さ
れ
て
、
個
人
は
そ
の
中
に
埋
没
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
公
共
圏
に
対
し
て
親
密
圏
が
力
を
得
て
、
公

共
圏
が
後
退
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
は
公
共
圏
の
存
在
自
体
が
過
去
の
「
幻
想
」
と
な
り
、「
個
性
」
や
「
自
分
ら
し
さ
」
を
大
切
に
す
る
こ

と
を
至
上
価
値
と
す
る
若
者
に
よ
っ
て
公
共
圏
が
無
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
成
人
式
の
式
典
が
始
ま
っ
て
も
会
場
に
入
ら
な
い
、
携
帯

電
話
を
使
用
す
る
、
私
語
を
や
め
な
い
、
な
ど
の
親
密
圏
内
で
起
き
て
い
た
現
象
が
起
き
、
成
人
式
と
い
う
公
共
圏
で
行
わ
れ
て
い
る
制
約
を
無

視
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
分
析
す
る
。

歴
史
研
究
者
の
朝
木
絵
は
「「
荒
れ
る
成
人
式
」
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
」
の
中
で
、
特
に
沖
縄
で
の
成
人
式
に
注
目
す
る
。
二
〇
〇
一
（
平

成
一
三
）
年
か
ら
続
い
て
い
た
「
荒
れ
る
成
人
式
」
は
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
は
全
国
的
に
は
終
息
に
向
か
う
。
と
こ
ろ
が
、
沖
縄
で
は
二
〇
〇

九
（
平
成
二
一
）
年
に
な
っ
て
も
新
成
人
が
逮
捕
さ
れ
る
よ
う
な
事
件
が
続
い
て
い
る
。
沖
縄
の
成
人
式
の
「
荒
れ
」
に
は
、
成
人
式
が
本
来
で

あ
れ
ば
大
人
と
い
う
社
会
を
支
え
る
存
在
に
な
る
こ
と
を
自
覚
す
る
行
事
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
は
形
骸
的
な
娯
楽
行
事
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
、
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
暴
れ
る
新
成
人
に
と
っ
て
は
、
暴
れ
は
あ
く
ま
で
自
分
た
ち
の
「
伝
統
」
を
守
る
行
為
で
あ
る
。
政
府
や
自

治
体
は
成
人
式
の
「
伝
統
」
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
こ
な
か
っ
た
。
暴
れ
る
新
成
人
は
、
沖
縄
の
泡
盛
を
用
い
た
「
鏡
割
り
」
や
、
那

覇
市
の
国
際
通
り
を
舞
台
と
す
る
「
練
り
歩
き
」
に
よ
っ
て
、
沖
縄
と
い
う
地
域
性
に
富
ん
だ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
帰
属
意
識
を
表
現
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
帰
属
意
識
の
源
は
、
沖
縄
の
伝
統
文
化
で
あ
り
、
地
元
の
中
学
と
い
う
地
域
性
で
あ
る
、
と
分
析
す
る
。
沖
縄
で
の
「
荒
れ
」
に

は
沖
縄
独
自
の
特
殊
性
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
成
人
式
の
本
来
の
目
的
と
現
実
と
の
乖
離
と
い
う
点
や
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
帰
属

意
識
を
「
地
元
中
学
」
に
求
め
て
い
る
、
と
い
う
共
通
項
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
学
者
の
森
真
一
は
『
日
本
は
な
ぜ
諍
い
の
多
い
国
に
な
っ
た
の
か

「
マ
ナ
ー
神
経
症
」
の
時
代
』
の
中
で
、
実
際
に
成
人
式
で
暴
れ

た
三
人
の
語
り
か
ら
い
く
つ
か
の
特
徴
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
彼
ら
は
大
学
に
行
か
な
か
っ
た
自
分
を
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
た
ち
は
大
学
生
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。「
度
胸
が
よ
い
」「
権
威
を
怖
れ
な
い
」「
決
断
し
た
こ
と
は

き
ち
ん
と
や
る
」
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
社
会
は
大
学
生
を
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
よ
り
優
遇
し
て
い
て
、
自
分
た
ち
は
劣
等
感
を
抱

か
さ
れ
て
い
る
。
成
人
式
は
大
学
生
中
心
で
あ
り
、
自
分
た
ち
は
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
。

…
…
成
人
式
は
も
と
も
と
は
「
勤
労
青
年
」
中
心
の
行
事
で
あ
っ
た
。
一
八
歳
人
口
の
高
等
教
育
機
関
（
大
学
、
短
大
、
専
門
学
校
）
進
学
率
が
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五
割
を
超
え
る
の
が
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
成
人
式
対
象
人
口
で
い
え
ば
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
勤
労
青
年
と
在
学

青
年
の
人
数
が
逆
転
し
て
い
る
。
成
人
式
の
多
様
化
、
浮
遊
化
は
こ
の
時
期
か
ら
起
き
て
い
る
。
世
間
が
若
者
を
大
人
と
認
め
る
ひ
と
つ
の
要
件

は
「
自
活
し
て
い
る
こ
と
」
で
あ
ろ
う
。
大
多
数
の
大
学
生
は
親
か
ら
の
経
済
的
支
援
に
よ
っ
て
生
活
し
勉
学
し
て
い
て
、
二
〇
歳
の
時
点
で

「
成
人
」
と
し
て
の
自
覚
は
も
ち
に
く
い
。
そ
の
た
め
成
人
式
の
意
義
も
感
じ
に
く
く
、
い
き
お
い
成
人
式
は
「
同
窓
会
」
で
あ
り
、「
晴
れ
着
」

披
露
の
場
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

森
が
事
例
と
し
て
あ
げ
た
三
人
の
若
者
は
勤
労
青
年
で
あ
り
、
自
分
た
ち
は
大
学
生
に
対
し
て
「
自
活
し
て
い
る
」
と
い
う
点
で
も
優
位
性
を

認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
〇
年
の
時
点
で
は
在
学
青
年
が
七
割
に
達
し
て
い
て
、
二
〇
歳
時
点
で
勤
労
し
て
い
る

若
者
は
三
割
以
下
で
あ
る
。
本
来
勤
労
青
年
の
た
め
に
行
わ
れ
た
成
人
式
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
数
的
優
位
に
立
つ
の
は
大
学
生
で
あ
っ

た
。
成
人
式
で
暴
れ
た
若
者
た
ち
は
、
成
人
式
を
無
く
す
こ
と
を
目
的
と
は
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
自
分
た
ち
の
「
舞
台
」
で
あ
り
「
出
番
」
で

あ
る
べ
き
、
と
い
う
こ
と
を
屈
折
し
て
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
お
祭
り
で
あ
れ
ば
、
酒
を
飲
ん
で
多
少
暴
れ
て
も
「
無
礼
講
」
と
い
う
こ

と
で
容
認
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

〔
田
中
治
彦
『
成
人
式
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
2
0
2
0
）
よ
り

※
一
部
本
文
の
引
用
順
序
を
変
更
し
て
い
る
〕

小－Ｂ

―7―



〔
問
〕
筆
者
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
成
人
モ
デ
ル
の
多
様
化
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
、
何
を
も
っ
て
「
現

代
社
会
に
お
け
る
成
人
」
に
至
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
、
あ
な
た
の
意
見
を
八
〇
〇
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。
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